
   雄武町コミュニティバス運行条例（案） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、雄武町コミュニティバス（以下「コミュニティバス」という。）を運

行することにより、雄武町内における交通手段を確保し、もって町民の福祉の増進及び地

域の活性化に寄与することを目的とする。 

 （運行区間） 

第２条 コミュニティバスの運行区間は、国土交通大臣の登録を受けた区間とする。 

 （運行業務の委託） 

第３条 町長は、コミュニティバスの運行に関する業務の全部又は一部を委託することがで

きる。 

 （運賃） 

第４条 コミュニティバスを利用する者は、１人１乗車につき１００円の運賃を支払わなけ

ればならない。ただし、小学生以下の利用者は、無賃とする。 

２ 町長は、必要があると認めたときは、前項に規定する運賃を免除することができる。 

 （委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、コミュニティバスの運行及び利用等に関し必要な事

項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 



   雄武町コミュニティバス運行条例施行規則（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、雄武町コミュニティバス運行条例（令和７年条例第 号。以下「条例」

という。）の規定に基づき、雄武町コミュニティバス（以下「コミュニティバス」という。）

の運行及び利用等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （運行内容） 

第２条 コミュニティバスの運行内容は、別に定める運行計画書によるものとする。 

（利用者の責務） 

第３条 コミュニティバスの利用者（以下「利用者」という。）は、コミュニティバスの乗

務員（以下「乗務員」という。）が安全確保のために行う職務上の指示に従わなければな

らない。 

２ 利用者が故意又は過失によりコミュニティバス及びその附属設備を損傷し、又は滅失し

たときは、利用者がそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が

特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 

 （運送の引受け及び継続の拒絶） 

第４条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の運送の引受け又は継続を拒絶すること

ができる。 

 ⑴ 旅客自動車運送事業運輸規則（昭和 31 年運輸省令第 44 号。以下「運輸規則」とい

う。）第４９条第４項の規定による制止又は指示に従わない者 

 ⑵ 運輸規則第５２条各号に掲げる物品（同条ただし書の規定によるものを除く。）を携

帯している者 

 ⑶ 泥酔した者又は不潔な服装をした者であって、他の利用者の迷惑となるおそれのある

もの 

 ⑷ 付添人を伴わない乳幼児 

 ⑸ 付添人を伴わない重病者 

 ⑹ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号） 

に定める一類感染症、二類感染症（同法第７条の規定に基づき、政令で定めるところに

より、同法第１９条又は第２０条の規定を準用するものに限る。）の患者（同法第８条

の規定により一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症の患者とみなされる者を含

む。）又は新型感染症の所見がある者 

 ⑺ 乗務員が、運行上支障があると認めた者 

 （手回品の持込制限） 

第５条 利用者は、自らの手回品以外の荷物をコミュニティバスの車内に持ち込むことがで

きない。 

２ 町長及び条例第３条の規定によりコミュニティバスの運行に関する業務の委託を受け

た者は、乗務員の過失による場合を除き、利用者の手回品、衣服その他の物品についての



損害を賠償する責めを負わないものとする。 

 （運行の制限） 

第６条 町長は、天災その他やむを得ない理由によりコミュニティバスの運行に支障が生じ

たとき、又は生じるおそれがあるときは、運行区間を制限し、又は運行を中止することが

できる。 

２ 町長は、前項の規定により運行区間を制限し、又は運行を中止した場合において、利用

者が被った損害を賠償する責めを負わないものとする。 

（運賃の免除） 

第７条 次に掲げる者については、運賃を免除する。 

 ⑴ 身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第１５条第４項の規定により身体障害

者手帳の交付を受けている者 

 ⑵ 療育手帳制度要綱（昭和 48年９月 27 日厚生省発児第 156号厚生事務次官通知）に基

づく療育手帳の交付を受けている者 

 ⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第４５条第２

項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

 ⑷ その他町長が特に必要と認める者 

２ 前項第１号から第３号までのいずれかに該当する者が、同項の規定により運賃の免除を

受ける場合は、コミュニティバスに乗車する際に当該事項を証する書面等を乗務員に提示

しなければならない。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 


